
広
島
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号 

 
広
島
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
一
年
広
島
県
条
例
第
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
統
計
調

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
二
十
九
日 

広
島
県
知
事 

 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

広
島
県
（
株
式
会
社
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
広
島
支
店
に
委
託
し
て
実
施
） 

二 

調
査
の
名
称 

 
 

Ｄ
Ｘ
等
に
係
る
企
業
実
態
調
査 

三 

調
査
の
目
的 

 
 

広
島
県
の
行
う
Ｄ
Ｘ
推
進
に
向
け
た
取
組
の
評
価
及
び
今
後
の
施
策
検
討
に
活
用
す
る
た
め
、
県
内
企

業
の
Ｄ
Ｘ
に
対
す
る
認
識
や
取
組
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

四 

調
査
対
象
の
範
囲 

 
 

広
島
県
全
域 

五 

報
告
を
求
め
る
事
項 

 
 

Ｄ
Ｘ
の
認
識
及
び
取
組
状
況
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
に
係
る
状
況 

六 

報
告
を
求
め
る
事
項
の
基
準
と
な
る
期
日
又
は
期
間 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で 

七 

報
告
を
求
め
る
者 

 
 

広
島
県
内
の
法
人 

五
千
社
（
無
作
為
抽
出
に
よ
る
） 

八 

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法 

 
 

郵
送
に
よ
り
調
査
票
を
配
布
。
郵
送
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
ま
た
は
ウ
ェ
ブ
回
答
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
回
答
を

回
収
。 

九 

報
告
を
求
め
る
期
間 

 

１ 

調
査
の
周
期 

 
 
 

不
定
期 

 

２ 

調
査
の
実
施
期
間
又
は
調
査
票
の
提
出
期
限 

 
 
 

令
和
六
年
九
月
二
日
か
ら
令
和
六
年
九
月
二
十
七
日
ま
で 


